
1 議案第　１１７　号
　福島市公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る地方公営企業法 …… P2～

　の規定の全部の適用及び上水道事業との組織統合に伴う関係条例の
　整備に関する条例制定の件中、上下水道局所管分

2 議案第　１１８　号
　福島市水道条例の一部を改正する条例制定の件 …… P29～

3 議案第　１０９　号
　令和７年度福島市一般会計補正予算(第４号) …… P33～

4 議案第　１１０　号
　令和７年度福島市水道事業会計補正予算(第２号) …… P35

令和７年１２月定例会議

建 設 水 道 常 任 委 員 会 資 料

上 下 水 道 局
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【条例関係 その①】

1  議案第 117 号 福島市公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る地方
  公営企業法の規定の全部の適用及び上水道事業との組織
  統合に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件中、
上下水道局所管分

効率的な運営により経営基盤を強化し、サービスを安定して提供するとともに、大規
 模な自然災害に備えて、上下水道施設の老朽化対策や防災対策等を一体的に迅速かつ
 着実に推進するため、令和８年度より上下水道局のすべての事業を公営企業化すること
 から、関係条例の改廃を行う。

 【主な改正内容】

（改正前） （改正後）

①上下水道局（公営企業）  
■上水道事業

②上下水道局（市長部局）
■公共下水道事業
■農業集落排水事業  

上下水道局（公営企業）  
■上水道事業
■公共下水道事業
■農業集落排水事業
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【条例関係 その①】

【上下水道局所管条例】

（１）改正 ７件

「福島市水道事業の設置等に関する条例」

「福島市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例」

「福島市上下水道局企業職員の職務の宣誓に関する条例」

「福島市農業集落排水事業分担金条例」

「福島市農業集落排水処理施設条例」

「福島市下水道条例」

「福島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」

（２）廃止 1件

「福島市下水道等事業の設置等に関する条例」

【条例施行予定日】 令和８年４月１日
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上下水道局の組織体制

市長
（下水道管理者）

水道事業管理者

（上水道）（下水道）

令和７年度 令和８年度(予定)

水道局都市政策部

下水道室

水道総務課下水道総務課

経営企画課

経理課

配水課

給水課

水道整備課

施設管理センター

下水道建設課

下水道管理セ
ンター

市長
（下水道管理者）

水道事業管理者

上下水道局上下水道局

水道総務課下水道総務課

経営企画課

経理課

配水課

給水課

水道整備課

水道施設管理
センター

下水道整備課

下水道管理課

（下水道）

上下水道局長（併任）１名

上下水道局次長
（下水道担当）

上下水道局次長
（上水道担当）

上下水道事業管理者

上下水道局長

上下水道総務課

経営企画課

経理課

配水課

給水課

水道整備課

下水道整備課

下水道管理課

上下水道局次長

（上水道）

水道施設管理
センター

～令和６年度

(技術担当)

(経営担当)
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【条例関係 その①】

【新旧対照表】
〇福島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

改正後 改正前
福島市上下水道事業の設置等に関する条例

（趣旨）
第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下
「法」という。）の規定に基づき、水道事業、公共下水道事業及び農
業集落排水事業（以下「上下水道事業」という。）の設置等について、
必要な事項を定めるものとする。

（事業の設置）
第２条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置
する。

２ 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与するとともに、
公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落
排水事業を設置する。

（法の適用）
第３条 法第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第
403号）第１条第２項の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落
排水事業に法の規定の全部を適用する。

（経営の基本）
第４条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共
の福祉を増進するように運営されなければならない。

２ 水道事業の名称、給水区域、給水人口及び１日最大給水量は、別表
第１のとおりとする。

３ 公共下水道事業の名称、処理区域面積、処理人口及び１日最大処理
能力は、別表第２のとおりとする。

４ 農業集落排水事業の名称、処理区域面積、処理人口及び１日最大処
理能力は、別表第３のとおりとする。

福島市水道事業の設置等に関する条例

（水道事業の設置）
第１条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置
する。

（経営の基本）
第２条 水道事業は、常に企業の経済性をを発揮するとともに、公共の
福祉を増進するよう運営されなければならない。

２ 給水区域、給水人口及び１日最大給水量は、別表のとおりとする。

（組織）
第３条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下「法」とい
う。）第14条の規定に基づき、水道事業の管理者（以下「管理者」と
いう。）の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

（管理者の設置）
第４条 法第７条ただし書の規定に基づき、水道事業に管理者１人を置
く。
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改正後 改正前
（組織）

第５条 法第７条ただし書の規定に基づき、上下水道事業を通じて管理
者１人を置く。

２ 前項の管理者は、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）
とする。

３ 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させる
ため、上下水道局を置く。

（重要な資産の取得及び処分）
第６条 法第33条第２項の規定により予算で定めなければならない上下
水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価
を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積
価格）が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡
（不動産の信託の場合を除き、土地については、１件5,000平方メー
トル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買
入れ若しくは譲渡とする。

（議会の同意を要する賠償責任の免除）
第７条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）
第243条の２の８第８項の規定により上下水道事業の業務に従事する
職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合
は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円を超える場合とする。

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等）
第８条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第２項の規定に基づき条
例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はそ
の目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する
損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものと
する。

（業務状況説明書類の提出）
第９条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の２第１項の規定に
基づき、業務の状況を説明する書類（以下「業務状況説明書類」とい
う。）を毎年４月、８月、12月に公表できるように市長に提出しなけ
ればならない。

（特別会計の設定）
第５条 法第17条及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）
第８条の４の規定に基づき、水道事業に一の特別会計を設ける。

（重要な資産の取得及び処分）
第６条 法第33条第２項の規定により予算で定めなければならない水道
事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得
てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価
額）2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（不
動産の信託の場合を除き、土地については、１件5,000平方メートル
以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ
若しくは譲渡とする。

（議会の同意を要する賠償責任の免除）
第７条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）
第243条の２の８第８項の規定により水道事業の業務に従事する職員
の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、
当該賠償責任に係る賠償額が20万円を超える場合とする。

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等）
第８条 水道事業の業務に関し、法第40条第２項の規定に基づき条例で
定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目
的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害
賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

（業務状況説明書類の提出）
第９条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の２第１項の規定に基づ
き、業務状況の説明書を毎年４月、８月、12月に公表できるように市
長に提出しなければならない。
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改正後 改正前

２ 前項の規定により業務状況説明書類を提出する場合においては、次
の各号に掲げる月に公表する業務状況説明書類に当該各号に定める事
項を記載するものとする。
⑴ ４月 当初予算の状況
⑵ ８月 前年度決算の状況
⑶ 12月 10月末日までの予算の執行状況

３ 管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、
臨時に、特定の事項に関する業務状況説明書類を提出することができ
る。

４ 管理者は、天災その他避けることのできない事故により第１項に規
定する期間内に業務状況説明書類を提出することができないときは、
当該事故がやんだ後速やかにこれを提出しなければならない。

別表第１（第４条関係）

別表第２（第４条関係）

別表第３（第４条関係）

２ 前項の規定により各月に提出する事項は、次の各号のとおりとする。

⑴ ４月に提出する事項 当初予算の状況
⑵ ８月に提出する事項 前年度決算の状況
⑶ 12月に提出する事項 10月末日までの予算の執行状況

３ 管理者は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特定の事
項について臨時に提出することができる。

４ 管理者は、天災その他避けることのできない事故により第１項の規
定による期間内に提出することができないときは、事故のやんだ後す
みやかに提出しなければならない。

別表（第２条関係）

名称 給水区域 給水人口 １日最大給水量

福島市上水道事
業

福島市水道条例（昭和55
年条例第35号）第２条に
定める区域

282,000人  99,000立方メートル

区分 

 名称

福島市上水道事業  福島市水道条例第
 ２条に定める区域

274,300人  102,100立方メート
ル

 給水区域  給水人口  １日最大給水量

名称 処理区域面積 処理人口 １日最大処理能力

福島市公共下水
道事業

 6,295ヘクタール 220,400人  1,400立方メートル

名称 処理区域面積 処理人口 １日最大処理能力

福島市農業集落
排水事業

 311.8ヘクタール 3,640人  1,201.2立方メートル
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【新旧対照表】
〇福島市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例  

改正後 改正前
（住居手当）

第５条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
⑴ （略）
⑵ 第10条の６の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶
者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
以下同じ。）が居住するための住宅（公舎その他上下水道事業管理
者が別に定める住宅を除く。）を借り受け、上下水道事業管理者が
別に定める額を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものと
の権衡上必要があると認められるものとして上下水道事業管理者が
別に定めるもの

（地域手当）
第５条の２ 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、
当該地域における物価等を考慮して上下水道事業管理者が別に定める
地域に在勤する職員に支給する。

（期末手当）
第10条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれ
らの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、そ
れぞれ基準日の属する月の上下水道事業管理者が定める日に支給する。
これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規程で定
めるものについても、同様とする。

（勤勉手当）
第10条の４ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条において
これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、
それぞれ基準日の属する月の上下水道事業管理者が定める日に支給す
る。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規程
で定めるものについても、同様とする。

（住居手当）
第５条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
⑴ （略）
⑵ 第10条の６の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶
者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
以下同じ。）が居住するための住宅（公舎その他任命権者が別に定
める住宅を除く。）を借り受け、任命権者が別に定める額を超える
家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると
認められるものとして任命権者が別に定めるもの

（地域手当）
第５条の２ 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、
当該地域における物価等を考慮して水道事業管理者が別に定める地域
に在勤する職員に支給する。

（期末手当）
第10条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下この条においてこれ
らの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、そ
れぞれ基準日の属する月の任命権者が定める日に支給する。これらの
基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規程で定めるもの
についても、同様とする。

（勤勉手当）
第10条の４ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条において
これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、
それぞれ基準日の属する月の任命権者が定める日に支給する。これら
の基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規程で定めるも
のについても、同様とする。
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改正後 改正前
（単身赴任手当）

第10条の６ 新たに給料表の適用を受ける職員となつたこと、公署を異
にする異動又は在勤する公署の移転（以下これらを「異動等」とい
う。）に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の上下水道事業管理
者が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居
することとなつた職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の
直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して上下水道
事業管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められるもの
のうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を
支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、
通勤距離等を考慮して上下水道事業管理者が別に定める基準に照らし
て困難であると認められない場合は、この限りでない。

２ 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要が
あると認められるものとして上下水道事業管理者が別に定める職員に
は、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

（退職手当）
第11条 （略）
２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、上下水道事
業管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全
部又は一部を支給しないこととすることができる。
⑴～⑶ （略）

３ 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行
為をしたと認められる者に係る退職手当については、上下水道事業管
理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、
支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

４ （略）
５ 勤続期間12月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和49年法律第116
号）第23条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとして上
下水道事業管理者が定めるものをいう。）にあつては、６月以上）で
退職した職員が退職の日の翌日から起算して１年内に失業している場
合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当
の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定
による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

（単身赴任手当）
第10条の６ 新たに給料表の適用を受ける職員となつたこと、公署を異
にする異動又は在勤する公署の移転（以下これらを「異動等」とい
う。）に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の任命権者が別に定
めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することと
なつた職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤
する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して任命権者が別に定め
る基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活す
ることを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配
偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮し
て任命権者が別に定める基準に照らして困難であると認められない場
合は、この限りでない。

（退職手当）
第11条 （略）
２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、水道事業管
理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又
は一部を支給しないこととすることができる。
⑴～⑶ （略）

３ 在職期間中に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行
為をしたと認められる者に係る退職手当については、水道事業管理者
が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支
払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

４ （略）
５ 勤続期間12月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和49年法律第116
号）第23条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとして水
道事業管理者が定めるものをいう。）にあつては、６月以上）で退職
した職員が退職の日の翌日から起算して１年内に失業している場合に
おいて、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支
給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定によ
る基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。
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改正後 改正前
（給与の減額）

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき上下水道
事業管理者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない全時間に
ついて１時間につき、勤務１時間当たりの給料を減額した給与を支給
する。

２ （略）
３ 職員が修学部分休業（当該職員が福島市職員の修学部分休業に関す
る条例（令和５年条例第１号）第２条第２項で定める教育施設におけ
る修学のため、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことをい
う。）又は高年齢職員部分休業（当該職員が55歳に達した日以後の日
で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日（福島市
職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第27号）第２条に規定する
定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の一部につい
て勤務しないことをいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、第
１項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について１時間につ
き、勤務１時間当たりの給料及び上下水道事業管理者が指定する手当
の額を減額した給与を支給する。

（休職者の給与）
第15条 職員が休職にされたときは、上下水道事業管理者が定めるとこ
ろにより給与を支給することができる。

（給与の減額）
第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者
の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない全時間について１時
間につき、勤務１時間当たりの給料を減額した給与を支給する。

２ （略）
３ 職員が修学部分休業（当該職員が福島市職員の修学部分休業に関す
る条例（令和５年条例第１号）第２条第２項で定める教育施設におけ
る修学のため、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことをい
う。）又は高年齢職員部分休業（当該職員が55歳に達した日以後の日
で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日（福島市
職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第27号）第２条に規定する
定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の一部につい
て勤務しないことをいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、第
１項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について１時間につ
き、勤務１時間当たりの給料及び水道事業管理者が指定する手当の額
を減額した給与を支給する。

（休職者の給与）
第15条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給
与を支給することができる。

【新旧対照表】
〇福島市上下水道局企業職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例  

改正後 改正前
（この条例の目的）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第31条
（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第７条の２第11項におい
て準用する場合を含む。）の規定に基づき、福島市上下水道局企業職
員（上下水道事業管理者を含む。以下「職員」という。）の服務の宣
誓に関し規定することを目的とする。

（この条例の目的）
第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第31条及
び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第２条第１項の規定に基
づき、福島市上下水道局企業職員（以下「職員」という。）の服務の
宣誓に関し規定することを目的とする。
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【新旧対照表】
〇福島市農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例  

改正後 改正前
（分担金の額）

第４条 分担金の額は、事業採択時の事業費に標準建設期間の自然増を
加えたものを基本とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれの割合で乗
じた額の合計額を当該事業受益者の総数で除した額をもって定額とす
る。
⑴ （略）
⑵ 管渠(きょ)施設に係る経費 100分の6.76
⑶ （略）

２ （略）

（分担金の徴収方法）
第５条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、前条第１
項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、
納付期日等を受益者に通知しなければならない。

２ （略）

（分担金の減免等）
第６条 管理者は、災害その他特別の理由により特に必要であると認め
るときは、受益者に対し分担金の徴収を猶予し、又は減免することが
できる。

（受益者の変更に伴う取扱い）
第７条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の
一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者にな
った者は、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を承継するもの
とする。ただし、当該変更の日まで納期の到来している分担金につい
ては、従前の受益者が納付するものとする。

２ （略）

（分担金の額）
第４条 分担金の額は、事業採択時の事業費に標準建設期間の自然増を
加えたものを基本とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれの割合で乗
じた額の合計額を当該事業受益者の総数で除した額をもって定額とす
る。
⑴ （略）
⑵ 管渠施設に係る経費 100分の6.76
⑶ （略）

２ （略）

（分担金の徴収方法）
第５条 市長は、前条第１項の規定により分担金の額を定めたときは、
遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければなら
ない。

２ （略）

（分担金の減免等）
第６条 市長は、災害その他特別の理由により特に必要であると認める
ときは、受益者に対し分担金の徴収を猶予し、又は減免することがで
きる。

（受益者の変更に伴う取扱い）
第７条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の
一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者になっ
た者は、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を承継するものと
する。ただし、当該変更の日まで納期の到来している分担金について
は、従前の受益者が納付するものとする。

２ （略）
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改正後 改正前
（延滞金）

第８条 管理者は、納期限までに分担金を納付しない受益者があるとき
は、当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、
年14.6パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過するまでの期間
については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当
する延滞金を加算して徴収するものとする。

２ （略）
第10条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者に対
して、５万円以下の過料を科すことができる。

（委任）
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

（延滞金）
第８条 市長は、納期限までに分担金を納付しない受益者があるときは、
当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年
14.6パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過するまでの期間に
ついては、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当す
る延滞金を加算して徴収するものとする。

２ （略）
第10条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者に対
して、５万円以下の過料を科すことができる。

（委任）
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

【新旧対照表】
〇福島市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例  

改正後 改正前
（供用開始の公示）

第４条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、排水施設
の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年
月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公示しなければなら
ない。公示した事項を変更しようとする場合も、同様とする。

（排水設備の設置）
第５条 排水施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、
遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情
により管理者の許可を受けた場合においては、この限りでない。

（排水設備の計画の確認）
第６条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去（以下「排水設備工事」
という。）を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規程で定め
る排水設備の設置及び構造上の基準に適合するものであることについ

（供用開始の公示）
第４条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじ
め、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事
項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとする場合
も、同様とする。

（排水設備の設置）
第５条 排水施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、
遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情
により市長の許可を受けた場合においては、この限りでない。

（排水設備の計画の確認）
第６条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去（以下「排水設備工事」
という。）を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規則で定め
る排水設備の設置及び構造上の基準に適合するものであることについ
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改正後 改正前
て、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更
しようとする場合も、同様とする。ただし、管理者が定める軽微な工
事については、この限りでない。

（排水設備工事の実施）
第７条 排水設備工事は、福島市下水道条例（昭和46年条例第59号）第
７条第１項の管理者の指定を受けた者でなければ行ってはならない。

（排水設備工事の検査）
第８条 排水設備工事を行った者は、その工事を完了した日から５日以
内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

（使用開始等の届出）
第10条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再
開した（以下「開始等」という。）場合は、遅滞なく、その旨を管理
者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があった場合も、
同様とする。

（使用料の徴収）
第11条 管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収
する。

２ 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により、２月分を
まとめて隔月徴収する。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、
別の方法による徴収又は毎月徴収することができる。

３ （略）

（汚水量の算定）
第14条 排水施設に排除した一般家庭以外の汚水の量（以下「汚水量」
という。）の算定は、次に掲げるところによる。
⑴ （略）
⑵ 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を考慮し
て管理者が認定する水量とする。

⑶ （略）

て、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更し
ようとする場合も、同様とする。ただし、市長が定める軽微な工事に
ついては、この限りでない。

（排水設備工事の実施）
第７条 排水設備工事は、福島市下水道条例（昭和46年条例第59号）第
７条第１項の市長の指定を受けた者でなければ行ってはならない。

（排水設備工事の検査）
第８条 排水設備工事を行った者は、その工事を完了した日から５日以
内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

（使用開始等の届出）
第10条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再
開した（以下「開始等」という。）場合は、遅滞なく、その旨を市長
に届け出なければならない。届け出た事項に変更があった場合も、同
様とする。

（使用料の徴収）
第11条 市長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収す
る。

２ 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により、２月分を
まとめて隔月徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別
の方法による徴収又は毎月徴収することができる。

３ （略）

（汚水量の算定）
第14条 排水施設に排除した一般家庭以外の汚水の量（以下「汚水量」
という。）の算定は、次に掲げるところによる。
⑴ （略）
⑵ 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を考慮し
て市長が認定する水量とする。

⑶ （略）
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改正後 改正前
（使用料の減免又は徴収猶予）

第15条 管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料の減免又は
徴収の猶予をすることができる。

（改善命令）
第16条 管理者は、第６条の規定に違反している者に対し、排水設備工
事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

（過料）
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処す
る。
⑴～⑶ （略）
⑷ この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類
に虚偽の記載をした者

（委任）
第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事
項は、管理者が定める。

別表（第12条関係）
備考 「一般家庭以外」とは、事業所、学校、集会施設等の使用人員
を確定することができない使用区分をいい、使用者の使用態様を考
慮して使用者ごとに管理者が認定する。

（使用料の減免又は徴収猶予）
第15条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の減免又は徴
収の猶予をすることができる。

（改善命令）
第16条 市長は、第６条の規定に違反している者に対し、排水設備工事
の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

（過料）
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処す
る。
⑴～⑶ （略）
⑷ この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に
虚偽の記載をした者

（委任）
第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事
項は、規則で定める。

別表（第12条関係）
備考 「一般家庭以外」とは、事業所、学校、集会施設等の使用人員
を確定することができない使用区分をいい、使用者の使用態様を考
慮して使用者ごとに市長が認定する。
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【新旧対照表】
〇福島市下水道条例の一部を改正する条例  

改正後 改正前
目次
第３章の３ 都市下水路の構造の技術上の基準及び維持管理の基準

（第20条の３・第20条の４）

（用語の定義）
第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号に定めるところによる。
⑴～⑽ （略）
⑾ 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者（第４
条の規定によつて設置すべき排水設備によらないで、直接又は間接
に汚水を公共下水道に流入していると上下水道事業管理者（この号
を除き、以下「管理者」という。）が認めた者を含む。）をいい、
公共施設にあつては、その管理者をいう。

⑿・⒀ （略）
⒁ 使用月 下水道使用料徴収のため区分するおおむね１月の期間
（その始期及び終期は規程で定める。）をいう。

（排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準）
第３条の３ 排水施設及び処理施設（これを補完する施設を含む。第３
条の５において同じ。）に共通する構造の技術上の基準は、次のとお
りとする。
⑴・⑵ （略）
⑶ 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生
ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。）にあつて
は、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入り
を制限する措置が講ぜられていること。

⑷ （略）
⑸ 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改
良、可撓(とう)継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられて
いること。

目次
第３章の３ 都市下水路の構造の技術上の基準及び維持管理の基準

（第20条の３第20条の４）

（用語の定義）
第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号に定めるところによる。
⑴～⑽ （略）
⑾ 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者（第４
条の規定によつて設置すべき排水設備によらないで、直接又は間接
に汚水を公共下水道に流入していると市長が認めた者を含む。）を
いい、公共施設にあつては、その管理者をいう。

⑿・⒀ （略）
⒁ 使用月 下水道使用料徴収のため区分するおおむね１月の期間
（その始期及び終期は規則で定める。）をいう。

（排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準）
第３条の３ 排水施設及び処理施設（これを補完する施設を含む。第３
条の５において同じ。）に共通する構造の技術上の基準は、次のとお
りとする。
⑴・⑵ （略）
⑶ 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生
ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。）にあつて
は、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入り
を制限する措置が講ぜられていること。

⑷ （略）
⑸ 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改
良、可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられて
いること。
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改正後 改正前
（排水施設の構造の技術上の基準）

第３条の４ 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほ
か、次のとおりとする。
⑴ 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回ら
ないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障な
く流下させることができるものとすること。

⑵～⑸ （略）

（処理施設の構造の技術上の基準）
第３条の５ 第３条の３に定めるもののほか、処理施設（終末処理場で
あるものに限る。第２号において同じ。）の構造の技術上の基準は、
次のとおりとする。
⑴ （略）
⑵ 汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。）は、
汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又
は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜら
れていること。

（排水設備の設置期間）
第４条 法第10条第１項の規定により、義務者が排水設備（水洗便所の
施設を除く。）を設置しなければならない期間は、同法第９条第１項
の規定により公示した供用開始の日から６月以内とする。ただし、災
害又は家屋等の建築のためその期間内に排水設備を設置することがで
きないとき、その他管理者が特別の理由があると認めたときは、その
期間を延長することができる。

（排水設備の接続方法及び内径等）
第５条 排水設備の新設又は改築（以下「新設等」という。）を行なお
うとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
⑴・⑵ （略）
⑶ 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の
機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の
実施方法で規程の定めるところによること。

（排水施設の構造の技術上の基準）
第３条の４ 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほ
か、次のとおりとする。
⑴ 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回ら
ないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障な
く流下させることができるものとすること。

⑵～⑸ （略）

（処理施設の構造の技術上の基準）
第３条の５ 第３条の３に定めるもののほか、処理施設（終末処理場で
あるものに限る。第２号において同じ。）の構造の技術上の基準は、
次のとおりとする。
⑴ （略）
⑵ 汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。）は、
汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又
は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜら
れていること。

（排水設備の設置期間）
第４条 法第10条第１項の規定により、義務者が排水設備（水洗便所の
施設を除く。）を設置しなければならない期間は、同法第９条第１項
の規定により公示した供用開始の日から６月以内とする。ただし、災
害又は家屋等の建築のためその期間内に排水設備を設置することがで
きないとき、その他市長が特別の理由があると認めたときは、その期
間を延長することができる。

（排水設備の接続方法及び内径等）
第５条 排水設備の新設又は改築（以下「新設等」という。）を行なお
うとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
⑴・⑵ （略）
⑶ 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の
機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の
実施方法で規則の定めるところによること。
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改正後 改正前
⑷ 汚水のみを排除する排水管の内径は、管理者が特別の理由がある
と認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠
の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ
る内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。た
だし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、
延長が３メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする
ことができる。

（略）

⑸ 雨水又は雨水を含む下水を排除する排水管の内径は、管理者が特
別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる
ものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ
同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるも
のとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含
む下水の一部を排除する排水管で、延長が３メートル以下のものの
内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

（略）

（排水設備等の新設等の申請及び確認）
第６条 排水設備又はこれらに接続する除害施設（以下「排水設備等」
という。）の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水
設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであること
について確認の申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならな
い。ただし、規程で定める軽易な修繕工事については、この限りでな
い。

２ 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びその添付書類に記載し
た事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面
をもつて届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければな
らない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更

⑷ 汚水のみを排除する排水管の内径は、市長が特別の理由があると
認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の
断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる
内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただ
し、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、延
長が３メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とするこ
とができる。

（略）

⑸ 雨水又は雨水を含む下水を排除する排水管の内径は、市長が特別
の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるも
のとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同
表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるもの
とすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む
下水の一部を排除する排水管で、延長が３メートル以下のものの内
径は、75ミリメートル以上とすることができる。

（略）

（排水設備等の新設等の申請及び確認）
第６条 排水設備又はこれらに接続する除害施設（以下「排水設備等」
という。）の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水
設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであること
について確認の申請書を提出し、市長の確認を受けなければならない。
ただし、規則で定める軽易な修繕工事については、この限りでない。

２ 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びその添付書類に記載し
た事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面
をもつて届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければなら
ない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更に
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改正後 改正前
にあつては、その旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

（排水設備指定工事店の指定）
第７条 排水設備等の新設等の工事（前条第１項ただし書の規定による
軽易な修繕工事を除く。）は、管理者の指定を受けた者（以下「指定
工事店」という。）でなければ行つてはならない。

２・３ （略）

（指定の申請）
第８条 （略）
２ 前条第１項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し
た申請書を管理者に提出しなければならない。
⑴・⑵ （略）

３ （略）
４ 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類
の提出を求めることができる。

（指定の基準）
第８条の２ 管理者は、第７条第１項の指定の申請をした者が次の各号
のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。
⑴ （略）
⑵ 規程で定める機械器具を有する者であること。
⑶・⑷ （略）

２ 管理者は、第７条第１項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を
公告するものとする。

（責任技術者の登録）
第８条の４ 管理者は、責任技術者についての登録を行う。
２・３ （略）
（責任技術者の登録の申請）

第８条の５ 第８条の３第１項の登録を受けようとする者は、申請書に
次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
⑴～⑶ (略)

あつては、その旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

（排水設備指定工事店の指定）
第７条 排水設備等の新設等の工事（前条第１項ただし書の規定による
軽易な修繕工事を除く。）は、市長の指定を受けた者（以下「指定工
事店」という。）でなければ行つてはならない。

２・３ （略）

（指定の申請）
第８条 （略）
２ 前条第１項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し
た申請書を市長に提出しなければならない。
⑴・⑵ （略）

３ （略）
４ 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の
提出を求めることができる。

（指定の基準）
第８条の２ 市長は、第７条第１項の指定の申請をした者が次の各号の
いずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。
⑴ （略）
⑵ 規則で定める機械器具を有する者であること。
⑶・⑷ （略）

２ 市長は、第７条第１項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公
告するものとする。

（責任技術者の登録）
第８条の４ 市長は、責任技術者についての登録を行う。
２・３ （略）
（責任技術者の登録の申請）

第８条の５ 第８条の３第１項の登録を受けようとする者は、申請書に
次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
⑴～⑶ (略)
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改正後 改正前
（責任技術者の登録の資格）

第８条の６ (略)
２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術
者の登録を行わないことができる。
⑴～⑶ （略）

３ 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技
術者が精神の機能の障がいを有することにより認知、判断及び意思疎
通を適切に行うことができない状態となつたときは、管理者にその旨
を届け出るものとする。

４ 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反し
たときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は６月を超えない範
囲内において、登録の効力を停止することができる。

（責任技術者証）
第８条の８ 管理者は、第８条の６第１項に規定する登録資格を有する
者から第８条の５の申請があつたときは、責任技術者としての登録を
行い、責任技術者証を交付する。

２ （略）
３ 責任技術者は、第８条の６第４項の規定により登録を取り消された
ときは責任技術者証を遅滞なく管理者に返納し、又は同項の規定によ
り登録の効力を一時停止されたときはその期間中責任技術者証を返納
しなければならない。

４ 前３項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付及び再交
付に関し必要な事項は、規程で定める。

（指定工事店証）
第８条の９ 管理者は、指定工事店として指定を行つた工事の事業を行
う者に対し、排水設備指定工事店証（以下「指定工事店証」とい
う。）を交付する。

２ （略）
３ 指定工事店は、第８条の12第１項の規定により指定を取り消された
ときは遅滞なく管理者に指定工事店証を返納し、又は同項の規定によ

（責任技術者の登録の資格）
第８条の６ (略)
２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者
の登録を行わないことができる。
⑴～⑶ （略）

３ 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技
術者が精神の機能の障がいを有することにより認知、判断及び意思疎
通を適切に行うことができない状態となつたときは、市長にその旨を
届け出るものとする。

４ 市長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反した
ときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は６月を超えない範囲
内において、登録の効力を停止することができる。

（責任技術者証）
第８条の８ 市長は、第８条の６第１項に規定する登録資格を有する者
から第８条の５の申請があつたときは、責任技術者としての登録を行
い、責任技術者証を交付する。

２ （略）
３ 責任技術者は、第８条の６第４項の規定により登録を取り消された
ときは責任技術者証を遅滞なく市長に返納し、又は同項の規定により
登録の効力を一時停止されたときはその期間中責任技術者証を返納し
なければならない。

４ 前３項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付及び再交
付に関し必要な事項は、規則で定める。

（指定工事店証）
第８条の９ 市長は、指定工事店として指定を行つた工事の事業を行う
者に対し、排水設備指定工事店証（以下「指定工事店証」という。）
を交付する。

２ （略）
３ 指定工事店は、第８条の12第１項の規定により指定を取り消された
ときは遅滞なく市長に指定工事店証を返納し、又は同項の規定により
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改正後 改正前
り指定の効力を一時停止されたときはその期間中指定工事店証を返納
しなければならない。

４ 前３項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交
付に関し必要な事項は、規程で定める。

（指定工事店の責務及び遵守事項）
第８条の10 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程で定め
るところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

（変更の届出等）
第８条の11 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規程で定め
る事項に変更があつたとき、第８条の２第１項第４号ア、エ若しくは
オのいずれかに該当するに至つたとき、又は排水設備等の新設等の工
事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規程で定める
ところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

（指定の取消し又は一時停止）
第８条の12 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当すると
きは、第７条第１項の指定を取り消し、又は６月を超えない範囲内に
おいて指定の効力を停止することができる。
⑴～⑹ （略）

２ （略）

（排水設備等の工事の検査）
第９条 排水設備等の新設等を行なつた者は、その工事を完了した日か
ら５日以内に、その旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の
設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、
市の職員の検査を受けなければならない。

２ 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工
事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると
認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規程で定
めるところにより、検査済証を交付するものとする。

指定の効力を一時停止されたときはその期間中指定工事店証を返納し
なければならない。

４ 前３項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交
付に関し必要な事項は、規則で定める。

（指定工事店の責務及び遵守事項）
第８条の10 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則で定め
るところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

（変更の届出等）
第８条の11 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定め
る事項に変更があつたとき、第８条の２第１項第４号ア、エ若しくは
オのいずれかに該当するに至つたとき、又は排水設備等の新設等の工
事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定める
ところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

（指定の取消し又は一時停止）
第８条の12 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するとき
は、第７条第１項の指定を取り消し、又は６月を超えない範囲内にお
いて指定の効力を停止することができる。
⑴～⑹ （略）

２ （略）

（排水設備等の工事の検査）
第９条 排水設備等の新設等を行なつた者は、その工事を完了した日か
ら５日以内に、その旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設
置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、
市の職員の検査を受けなければならない。

２ 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工
事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると
認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規則で定
めるところにより、検査済証を交付するものとする。

- 21 -



改正後 改正前
（排除の停止又は制限）

第11条の２ 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該
当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
⑴・⑵ （略）
⑶ 前２号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認める
とき。

（使用開始等の届出）
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ
その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除
して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
⑴・⑵ （略）

２ 水道条例第15条の規定による申込み又は第22条の規定による届出を
管理者にした者は、前項の届出をしたものとみなす。

（悪質下水排除開始等の届出）
第13条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらか
じめ当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

２ 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量又は水質を変更し
ようとするとき又はその排除を休止し、廃止し、若しくは現に休止し
ているその排除を再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理
者に届け出なければならない。

（代理人の選定）
第14条 義務者は、市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたと
きは、この条例に定める義務者に関する事項を処理させるため、市内
に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければな
らない。代理人に変更があつたときもまた同様とする。

２ 水道条例第16条第１項の規定による届出を管理者にした者は、前項
の届出をしたものとみなす。

（排除の停止又は制限）
第11条の２ 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当
するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
⑴・⑵ （略）
⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めると
き。

（使用開始等の届出）
第12条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその旨
を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共
下水道を使用する場合は、この限りでない。
⑴・⑵ （略）

２ 水道条例第15条又は第22条の規定による届出を水道事業管理者に提
出した場合は、前項の届出があつたものとみなす。

（悪質下水排除開始等の届出）
第13条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらか
じめ当該悪質下水の量及び水質を市長に届出なければならない。

２ 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量又は水質を変更し
ようとするとき又はその排除を休止し、廃止し、若しくは現に休止し
ているその排除を再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長
に届出なければならない。

（代理人の選定）
第14条 義務者は、市内に居住しないとき又は市長が必要と認めたとき
は、この条例に定める義務者に関する事項を処理させるため、市内に
居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届出なければならない。
代理人に変更があつたときもまた同様とする。

２ 水道条例第16条第１項の規定による届出を水道事業管理者に提出し
た場合は、前項の届出があつたものとみなす。
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改正後 改正前
（管理人の選定）

第15条 給水装置を共同で使用する場合の使用者又は管理者が必要と認
めた者は、この条例に定める使用者に関する事項を処理させるため、
その使用者のうちから管理人を選定し、管理者に届け出なければなら
ない。管理人に変更があつたときもまた同様とする。

２ 管理者は、前項の管理人が適当でないと認めたときは変更させるこ
とができる。

３ 水道条例第17条第１項の規定による届出を管理者にした者は、第１
項の届出をしたものとみなす。

（使用料）
第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者が排除した汚水
の量に応じ、次の表の規定により算出した額に消費税法（昭和63年法
律第108号）の規定に基づき算出される消費税の額に相当する額及び
地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に基づき算出される地方消
費税の額に相当する額を加えた額を使用料として徴収する。この場合
において、使用料の額に１円未満の端数が生じたときは、その端数額
を切り捨てるものとする。

（略）

２～４ (略)

（排水汚水量の算定）
第17条 使用者が排除した排水汚水量の算定は、次の各号に定めるとこ
ろによる。
⑴ (略)
⑵ 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量
は使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。

⑶ 製氷業その他の営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除す
る汚水の量と著しく異なる事業を営む使用者は、毎使用月ごとにそ
の使用月に公共下水道に排除した汚水の量及び算出の根拠を記載し

（管理人の選定）
第15条 給水装置を共同で使用する場合の使用者又は市長が必要と認め
た者は、この条例に定める使用者に関する事項を処理させるため、そ
の使用者のうちから管理人を選定し、市長に届出なければならない。
管理人に変更があつたときもまた同様とする。

２ 市長は、前項の管理人が適当でないと認めたときは変更させること
ができる。

３ 水道条例第17条第１項の規定による届出を水道事業管理者に提出し
た場合は、第１項の届出があつたものとみなす。

（使用料）
第16条 市長は、公共下水道の使用について、使用者が排除した汚水の
量に応じ、次の表の規定により算出した額に消費税法（昭和63年法律
第108号）の規定に基づき算出される消費税の額に相当する額及び地
方税法（昭和25年法律第226号）の規定に基づき算出される地方消費
税の額に相当する額を加えた額を使用料として徴収する。この場合に
おいて、使用料の額に１円未満の端数が生じたときは、その端数額を
切り捨てるものとする。

（略）

２～４ (略)

（排水汚水量の算定）
第17条 使用者が排除した排水汚水量の算定は、次の各号に定めるとこ
ろによる。
⑴ (略)
⑵ 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量
は使用者の使用の態様を考慮して市長が認定する。

⑶ 製氷業その他の営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除す
る汚水の量と著しく異なる事業を営む使用者は、毎使用月ごとにそ
の使用月に公共下水道に排除した汚水の量及び算出の根拠を記載し
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改正後 改正前
た申告書を管理者が指定する日までに提出しなければならない。この
場合管理者は、その申告を考慮してその使用者の排除した汚水の量を
認定する。

（公共下水道の一時使用の場合の概算使用料の前納）
第18条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使
用する場合、その他公共下水道を一時使用する者は、使用申込みの際、
管理者が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理
者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

２ 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公
共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他管理者が必
要と認めたときに行う。

（使用料の減免）
第19条 管理者は、天災その他特別の理由があると認めた者については、
使用料を減免することができる。

（資料の提出）
第20条 管理者は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提
出を求めることができる。

第20条の２ 法第21条第２項の規定による終末処理場の維持管理は、次
に定めるところにより行うものとする。
⑴～⑷ （略）
⑸ 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又
は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じ
ないよう規程で定める措置を講ずること。

（改善命令）
第20条の５ 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、
排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、
排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずること
ができる。

た申告書を市長が指定する日までに提出しなければならない。この場
合市長は、その申告を考慮してその使用者の排除した汚水の量を認定
する。

（公共下水道の一時使用の場合の概算使用料の前納）
第18条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使
用する場合、その他公共下水道を一時使用する者は、使用申し込みの
際、市長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、市
長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

２ 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公
共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他市長が必要
と認めたときに行なう。

（使用料の減免）
第19条 市長は、天災その他特別の理由があると認めた者については、
使用料を減免することができる。

（資料の提出）
第20条 市長は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出
を求めることができる。

第20条の２ 法第21条第２項の規定による終末処理場の維持管理は、次
に定めるところにより行うものとする。
⑴～⑷ （略）
⑸ 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又
は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じ
ないよう規則で定める措置を講ずること。

（改善命令）
第20条の５ 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、
排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、
排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずること
ができる。
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改正後 改正前
（行為の許可）

第21条 法第24条第１項又は法第29条第１項の許可を受けようとする者
は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、法第24条第１項の許
可にあつては管理者に、法第29条第１項の許可にあつては市長に提出
しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも
同様とする。
⑴・⑵ （略）

（許可を要しない軽微な変更）
第22条 法第24条第１項及び法第29条第１項の条例で定める軽微な変更
は、公共下水道若しくは都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施
設を損傷するおそれのない物件で、それぞれ当該規定による許可を受
けて設けた施設又は工作物その他の物件（地上に存する部分に限
る。）に対する添加であつて、当該許可を受けた者が当該施設又は工
作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

（占用）
第23条 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設に物件（以
下「占用物件」という。）を設け、継続して占用しようとする者は、
公共下水道の敷地又は排水施設にあつては管理者に、都市下水路の敷
地又は排水施設にあつては市長に対し、占用許可申請書を提出し、そ
の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法
第24条第１項又は法第29条第１項の許可を受けたときは、その許可を
もつて占用の許可とみなす。

２ 管理者又は市長（以下「管理者等」という。）は、前項の占用の許
可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用
物件については、この限りでない。
⑴ 公共下水道又は都市下水路に下水を排除することを目的とする占

用物件
⑵ 国の行う事業で企業的性格を有しない事業に係る占用物件
⑶ 地方公共団体の行う事業に係る占用物件

３ 前項の占用料については、福島市道路占用料徴収条例（昭和46年条
例第26号）の例による。

（行為の許可）
第21条 法第24条第１項及び法第29条第１項の許可を受けようとする者
は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して提出し、市長の許可を
受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするとき
も同様とする。

⑴・⑵ （略）

（許可を要しない軽微な変更）
第22条 法第24条第１項及び法第29条第１項の条例で定める軽微な変更
は、公共下水道及び都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を
損傷するおそれのない物件で、前条の許可を受けて設けた施設又は工
作物その他の物件（地上に存する部分に限る。）に対する添加であつ
て、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設け
る目的に付随して行なうものとする。

（占用）
第23条 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設に物件（以
下「占用物件」という。）を設け、継続して占用しようとする者は、
占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただ
し、第21条第１項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許
可とみなす。

２ 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただ
し、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

⑴ 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

⑵ 国の行なう事業で企業的性格を有しない事業に係る占用物件
⑶ 地方公共団体の行なう事業に係る占用物件

３ 前項の占用料については、福島市道路占用料徴収条例（昭和46年条
例第26号）の規定を準用する。
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改正後 改正前
（占用の許可の取消し）

第23条の２ 管理者等は、法第38条第２項各号に掲げる事由のいずれかに
該当するときは、前条第１項の占用の許可を取り消すことができる。

（原状回復）
第24条 第23条第１項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用
物件を設けることができる期間が満了したとき、当該占用物件を設け
る目的を廃止したとき、又は前条の規定により占用の許可を取り消さ
れたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道又は都市下水路を原
状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当で
ないと管理者等が認めたときは、この限りでない。

２ 管理者等は、前項の規定による原状回復について必要な指示をする
ことができる。

（手数料）
第25条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次の各号の定め
るところにより、手数料を市に納付しなければならない。
⑴ 指定手数料 １件につき5,000円
⑵ 指定更新手数料 １件につき2,000円

２ （略）

（委任）
第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事
項は、管理者等が定める。

（過料）
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。
⑴～⑺ （略）
⑻ 第６条、第12条、第13条又は第21条の規定による申請書、申込書、
届出書又は添付書類に不実の記載をして提出した者

（原状回復）
第24条 前条第１項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物
件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設け
る目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道及び都
市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復する
ことが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。

２ 市長は、前項の規定による原状回復について必要な指示をすること
ができる。

（手数料）
第25条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次の各号の定め
るところにより、手数料を市に納付しなければならない。
⑴ 指定手数料 5,000円
⑵ 指定更新手数料 2,000円

２ （略）

（委任）
第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事
項は規則で定める。

（過料）
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。
⑴～⑺ （略）
⑻ 第６条、第12条、第13条又は第21条の規定による申請書、届出書又
は添付書類に不実の記載をして提出した者
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【新旧対照表】
〇福島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例  

改正後 改正前
  県北都市計画福島下水道事業受益者負担に関する条例

 
（総則）

第１条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、この条例
の定めるところにより公共下水道に係る都市計画下水道事業のうち公
共下水道に係る事業（以下「事業」という。）に要する費用の一部に
充てるため、都市計画法（昭和43年法律第100号）第75条の規定に基
づく受益者負担金（以下「負担金」という。）を徴収するものとする。

（受益者）
第２条 （略）
２ 管理者は、排水区域内における土地区画整理法（昭和29年法律第
119号）による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の
指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が
行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

（負担区域の決定等）
第３条 管理者は、都市計画法第62条第１項（同法第63条第２項につい
て準用する場合を含む。）の規定により告示された公共下水道事業の
事業地のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを遅滞な
く公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とす
る。 

（賦課対象区域の決定等）
第５条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しよう
とする区域（以下「賦課対象区域」という。）を定め、これを公告し
なければならない。

２ （略）
３ 管理者は、第１項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞な
く、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければな
らない。

  福島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

（総則）
第１条 福島市長（以下「市長」という。）は、この条例の定めるとこ
ろにより公共下水道に係る都市計画下水道事業のうち公共下水道に係
る事業（以下「事業」という。）に要する費用の一部に充てるため、
都市計画法（昭和43年法律第100号）第75条の規定に基づく受益者負
担金（以下「負担金」という。）を徴収するものとする。

（受益者）
第２条 （略）
２ 市長は、排水区域内における土地区画整理法（昭和29年法律第119
号）による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が
行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれ
たものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

（負担区域の決定等）
第３条 市長は、都市計画法第62条第１項（同法第63条第２項について
準用する場合を含む。）の規定により告示された公共下水道事業の事
業地のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを遅滞なく
公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

（賦課対象区域の決定等）
第５条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようと
する区域（以下「賦課対象区域」という。）を定め、これを公告しな
ければならない。

２ （略）
３ 市長は、第１項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、
当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならな
い。
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改正後 改正前
４ （略）

（負担金の徴収猶予）
第７条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負
担金の徴収を猶予することができる。
⑴～⑶ （略）

（負担金の減免）
第８条 （略）
２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免す
ることができる。
⑴～⑹ （略）

（受益者に変更があつた場合の取扱い）
第９条 第５条第１項の公告の日後、受益者の変更があつた場合におい
て、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出
たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継す
るものとする。ただし、第６条第１項の規定により賦課された負担金
のうち当該届出の日までに納入すべき時期に至つているものは、従前
の受益者が納付するものとする。

（延滞金）
第10条 管理者は、納期限までに、負担金を納付しない者があるときは、
当該負担金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、
年14.5パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期
間については、年7.25パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相
当する延滞金を加算して徴収するものとする。

２・３ （略）

（委任）
第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

４ （略）

（負担金の徴収猶予）
第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担
金の徴収を猶予することができる。
⑴～⑶ （略）

（負担金の減免）
第８条 （略）
２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免する
ことができる。
⑴～⑹ （略）

（受益者に変更があつた場合の取扱い）
第９条 第５条第１項の公告の日後、受益者の変更があつた場合におい
て、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出た
ときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継する
ものとする。ただし、第６条第１項の規定により賦課された負担金の
うち当該届出の日までに納入すべき時期に至つているものは、従前の
受益者が納付するものとする。

（延滞金）
第10条 市長は、納期限までに、負担金を納付しない者があるときは、
当該負担金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、
年14.5パーセント（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期
間については、年7.25パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相
当する延滞金を加算して徴収するものとする。

２・３ （略）

（市長への委任）
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
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【条例関係 その②】

2  議案第 118 号 福島市水道条例の一部を改正する条例制定の件
  

住宅等の給水装置の設置等にあたり徴収する設計審査手数料等の取扱いについて明確化
 する改正を行う。
 

 【主な改正内容】

（１）給水装置工事申請取消しの際に、設計審査手数料を徴収することを明確化
    （２）給水装置の工事着手前に申請を取消した場合は、加入金・しゅん工検査手数料・

   分岐立会手数料を還付することを明確化

 ※給水装置とは？
⇒住宅等に水を供給するために、配水管
と住宅等をつなぐ給水機器一式のこと

【条例施行予定日】 公布の日
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【条例関係 その②】
【新旧対照表】

〇福島市水道条例の一部を改正する条例  

改正後 改正前
（給水用具の操作）

第６条 水道メーター（以下「メーター」という。）、消火栓その他上
下水道事業管理者（第21条第２項及び第24条第１項を除き、以下「管
理者」という。）の定める給水用具は、管理者の指定する者のほかこ
れを操作してはならない。

  （給水装置の新設等の申込み）
第７条 （略）

（申込みの取消し）
第８条 前条の規定により工事の申込みをした者（以下「工事申込者」
という。）が当該工事の申込みを取り消すときは、速やかにその旨を
管理者に届け出なければならない。

２ 工事申込者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該
工事の申込みを取り消したものとみなす。
⑴・⑵ （略）

（新設等の費用負担）
第９条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、工事申込者の
負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについて
は、市においてその費用を負担することができる。

（水量の認定）
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を
認定する。
⑴・⑵ （略）

（加入金）
第35条 （略）

（給水用具の操作）
第６条 水道メーター（以下「メーター」という。）、消火栓その他水 
道事業管理者（以下「管理者」という。）の定める給水用具は、管理 
者の指定する者のほかこれを操作してはならない。

（給水装置の新設等の申込み）
第７条 （略）

（申込みの取消し）
〔新 設〕

第８条 前条の場合において、工事申込者が次の各号の一に該当するに
いたつたときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。
⑴・⑵ （略）

（新設等の費用負担）
第９条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置
を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必
要があると認めたものについては、市においてその費用を負担するこ
とができる。

（水量の認定）
第30条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定す
る。
⑴・⑵ （略）

（加入金）
第35条 （略）
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改正後 改正前

２ （略）
３ 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に第７条に規定
する工事の申込み（次条及び別表第４において「工事の申込み」とい
う。）が第８条第１項の規定により取り消され、若しくは同条第２項
第２号の規定により取り消されたものとみなされた場合又は管理者が
特別の理由があると認めた場合は、これを還付することができる。

（手数料）
第36条 手数料の種類及び金額は、別表第４の左欄及び中欄のとおりと
し、同表の右欄に掲げる時期に徴収する。ただし、別表第４第１号か
ら第３号までに掲げる手数料については、管理者が特別の理由がある
と認めたときは、工事承認後徴収することができる。

２ 既納の手数料は、還付しない。ただし、別表第４第２号及び第３号
に掲げる手数料については、工事着手前に工事の申込みが第８条第１
項の規定により取り消され、若しくは同条第２項第２号の規定により
取り消されたものとみなされた場合又は管理者が特別の理由があると
認めた場合は、これを還付することができる。

（給水装置の基準違反に対する措置）
第39条 （略）
２ （略）

（給水の停止）
第40条 前条に規定するもののほか、管理者は、次の各号のいずれかに
該当するときは、水道使用者又は管理人に対し、その理由の継続する
間給水を停止することができる。
⑴ 水道使用者等が第24条第２項の修繕費、第27条の料金、第28条の
私設消火栓料金、第35条第２項ただし書の規定により工事承認後徴
収される加入金又は第36条第１項ただし書の規定により工事承認後
徴収される別表第４第１号から第３号までに掲げる手数料を指定期
限内に納入しないとき。

２ （略）
〔新 設〕

（手数料）
第36条 手数料は、別表第４の区分により徴収するものとし、設計審査
手数料、しゆん工検査手数料及び分岐立会手数料については、工事承
認の際徴収し、各種証明手数料については、交付請求の際徴収し、指
定手数料については、指定申請の際徴収し、指定更新手数料について
は、指定更新申請の際徴収する。ただし、設計審査手数料、しゆん工
検査手数料及び分岐立会手数料については、管理者が特別の理由があ
ると認めたときは、工事承認後徴収することができる。

〔新 設〕

（給水装置の基準違反に対する措置）
第39条 （略）
２ （略）

（給水の停止）
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者
又は管理人に対し、その理由の継続する間給水を停止することができ
る。
⑴ 水道使用者等が第24条第２項の修繕費、第27条の料金、第28条の
私設消火栓料金、第35条の加入金のうち同条第２項ただし書の加入
金又は第36条の手数料のうち同条ただし書の手数料を指定期限内に
納入しないとき。
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改正後 改正前
⑵・⑶ （略）

別表第４（第36条関係）

⑵・⑶ （略）

別表第４（第36条関係）
１ 設計審査手数料

２ しゆん工検査手数料（1件につき）

３ 分岐立会手数料（1件につき）

４ 各種証明手数料

５ 指定手数料（1件につき）

６ 指定更新手数料（1件につき）

金額

800円

区分

１件につき

金額

5,000円

3,000円

区分

水圧検査を必要とするもの

水圧検査を必要としないもの

金額

8,000円口径75ミリメートル以上

区分

金額

300円

区分

１件につき

金額

10,000円

区分

指定給水装置工事事業者

金額

10,000円指定給水装置工事事業者

区分

種類 金額 徴収時期

１　設計審査手数料 １件につき　800円 工事承認の際又は工事の申込
みが第８条第1項の規定により
取り消され、若しくは同条第
２項第１号の規定により取り
消されたものとみされた際

２　しゆん工検査手
  数料

１件につき　3,000円（水圧検査を
必要とする場合は、5,000円）

工事承認の際

３　分岐立会手数料 口径75ミリメートル以上の分岐工
事の立会い１件につき　8,000円

工事承認の際

４　各種証明手数料 １件につき　300円 交付請求の際

５　指定手数料 指定給水装置工事事業者の指定１
件につき　10,000円

指定申請の際

６　指定更新手数料 指定給水装置工事事業者の指定の
更新１件につき　10,000円

指定更新申請の際
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【予算関係 その①】

【給与改定内容】

  ①給 料 若年層に重点を置いた改定を行うとともに、その他の職員についてもすべての級

において給料月額平均３.２９％の引き上げを令和７年４月１日に遡及し実施する。

《初任給》 高校卒程度 １２,６００円引上げ （２１０,６００円）
大学卒程度 １２,２００円引上げ （２４２,５００円）

②期末・勤勉手当（令和７年１２月１日適用）

〇特別職の期末手当

＜現行＞ ＜改定後＞令和７年１２月期分 ＜改定後＞令和８年度以降分 ※均等配分

１２月期 1.700月 12月期 1.750月

計 3.400月 計 3.４50月

区分 期末手当 区分 期末手当

６月期 1.700月 6月期 1.７００月

1.725月

計 3.４50月

区分 期末手当

6月期 1.725月

12月期0.05月増

3 議案第 109 号 令和７年度福島市一般会計補正予算（第４号）
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【予算関係 その①】

〇再任用職員の期末・勤勉手当

＜現行＞ ＜改定後＞令和７年１２月期分 ＜改定後＞令和８年度以降分

勤勉手当 計

6月期 0.700月 0.500月 1.200月 0.700月 0.500月 1.200月

区分 期末手当 勤勉手当 計 期末手当区分

6月期

区分

6月期

計 1.400月 1.000月 2.400月 1.425月 1.025月 2.450月

12月期 0.700月 0.500月 1.200月 0.725月12月期

計

0.5125月 1.225月

1.425月 1.025月 2.450月

※均等配分

期末手当 勤勉手当 計

0.7125月 0.5125月 1.225月

12月期

計

0.7125月0.525月 1.250月
0.05月増

〇会計年度任用職員の期末・勤勉手当   

＜現行＞ ＜改定後＞令和７年１２月期分 ＜改定後＞令和８年度以降分 ※均等配分

区分

6月期

12月期

計

区分

6月期

12月期

計

6月期 1.250月 1.050月 2.300月 1.250月 1.050月 2.300月

区分 期末手当 勤勉手当 計 期末手当

計 2.500月 2.100月 4.600月 2.525月 2.125月 4.650月

12月期 1.250月 1.050月 2.300月 1.275月 1.0625月 2.325月

2.525月 2.125月 4.650月

期末手当 勤勉手当 計

1.2625月 1.0625月 2.325月

1.2625月1.075月 2.350月

勤勉手当 計

0.05月増

＜現行＞ ＜改定後＞令和７年１２月期分 ＜改定後＞令和８年度以降分 ※均等配分

計

1.075月 2.350月 1.2625月 1.0625月 2.325月

2.525月 2.125月 4.650月

期末手当 勤勉手当 計

1.2625月6月期 1.250月 1.050月 2.300月 1.250月 1.050月 2.300月

区分 期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当区分

6月期

計 2.500月 2.100月 4.600月 2.525月 2.125月 4.650月

12月期 1.250月 1.050月 2.300月 1.275月12月期

計

1.0625月 2.325月

区分

6月期

12月期

計
0.05月増

〇一般職員の期末・勤勉手当   
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4 議案第 110 号 令和７年度福島市水道事業会計補正予算（第２号）

【予算関係 その②】

（１）電子入札システム導入にかかる補正額

科目 当初予算 補正額 計

(款）水道事業費用 7,540,051 2,386 7,542,437

(項）営業費用 7,312,482 2,386 7,314,868

(目）総係費 560,848 2,386 563,234

２,３８６千円 （単位 千円）

【提案内容】

令和８年度から電子入札システムを導入するための導入費用の追加

（福島市電子入札システムに上下水道局発注案件分を追加導入）

（２）給与改定等に伴う補正額

【福島市上下水道局企業職員 給与改定の概要】

令和７年福島県人事委員会勧告を基本に県及び市長部局に準じ、改定を行う。

【改定による補正額】 ２５,６１４千円   

 【その他の補正額】 △３４,２２４千円 (児童手当補正額を含む）

△８,６１０千円
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